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入会にあたっては、県内東･中･西部に属する地元会員か、その地区に出先機 

関を有する会員社かの 2社以上の会員の推薦を得、なおかつ理事会の承認を 

受けなければならない。尚、上記条件を満たしていなくても入会が相当と認

められる社については、理事会にて入会を承認することがある。 

第９条 本協会会員として新たに入会を認められた会員は直ちに理事会で決 

められた入会金及び会費を納入しなければならない。 

 

 

第３章 役 員 

 

第 10 条 本協会に下記の役員をおく。 

理事長  1 名   副理事長  若干名  直前理事長  1 名 

理 事  相当数  監 事   2 名 

第 11 条 理事及び監事は総会において選出する。但し任期途中にて理事及び監事に

欠員が生じた場合は総会を待たずして理事会にて選出することが出来る。 

理事長・副理事長は理事会において理事の互選とする。 

理事会は必要に応じ顧問および相談役を選出することが出来る。 

第 12 条 理事長は本協会を代表し協会の円滑な運営を図る。 

    副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時は理事会の定める 

ところにより、理事長の職務を代行する。 

     理事は平常業務を分担し、その運営を図る。 

     監事は会計監査を行う。 

第 13 条 役員の任期は 2ヵ年とする。但し再任を妨げない。 

 

 

第４章 総会・理事会・委員会及び例会 

 

第 14 条 本協会は毎年 1回 4月通常総会を開催する。又、理事会が必要と認めた時 

は臨時総会を開催することができる。 

     議長は理事会の推薦とする。 

第 15 条 通常総会においては、役員の改選・会計報告並びに事業全般について審議 

する。 

第 16 条 理事会は理事長が招集し原則として隔月開催をする。 

第 17 条 本協会は所要の委員会をおくことができる。 

第 18 条 例会は本協会全員で構成し年 4回、原則として 1・4・7・10 月に開催する 

ものとする。 

第 19 条 会員は総会並びに例会に出席しなければならない。 
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静岡県広告業協会規約 

(平成２３年４月改訂) 

 

 

第１章 総 則 

 

第１条 本協会は静岡県広告業協会と称する。 

第２条 本協会の事務局を静岡市におく。 

第３条 本協会は広告業の業務に向上並びに親睦を図り、各媒体社と連携して静岡経

済の発展と広告文化普及に寄与することを目的とする。 

第４条 本協会は前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。 

  １．広告に関する共同利益のための活動 

２．調査研究 

  ３．資料・情報の収集及び斡旋。 

  ４．関係官庁及び関係団体との連絡。 

  ５．その他目的を達成するための必要事項。 

 

 

第２章 会員及び会費 

 

第５条 本協会は静岡県内に事業所を有する広告業をもって会員とし、次の各項を会

員の登録事項とする。 

１．社   名   ２．所 在 地    ３．電 話 番 号 

４．ＦＡＸ番号   ５．代 表 者 名   ６．登 録 者 名 

第６条 本協会の会費及び入会金は次の通りとする。 

１．年会費は１社あたり 60,000 円とする。ただし毎年 4月と 10 月に分納

することができる。 

２．入会金は 1社あたり 100,000 円とする。 

第７条 会員は本協会の信用を保持するために、次の事項を守らなければならない。 

     １．広告取引の秩序維持に努めること。 

     ２．広告主並びに媒体社との取引において、広告業の信用を害する行為を

しないこと。 

     ３．会員の登録事項に変更のあった場合は直ちに届け出ること。 

第８条 本協会に新たに入会を希望する会社は、広告業を主たる業務とし静岡県内に 

本社または出先機関を有し、創業3年以上経過したる社でなければならない。 
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静岡県広告業協会規約 

(平成２３年４月改訂) 
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静岡県広告業協会内規 

平成２８年４月改訂（案） 

 

第１章 慶弔規定 

 

1．目 的 

 静岡県広告業協会は、会員の友情・親善・相互理解の絆をもって、会員の団結を堅

くし、喜びを分かち、悲しみを共にするために、この内規を定める。 

 

2．慶 祝 

 会員が、次の各項に該当するときは、事前に総務に申し出て、至近例会において次

の金品または祝品を贈るものとする。 

 会員の受賞・叙勲等に際しては、理事会の議を経て祝意を表するものとする。 

 

3．弔 慰 

 会員・配偶者の不幸に際しては、届け出により下記のとおり弔慰し、急を要する場

合は、理事長において適当な処置を講じ、至近理事会において承認を得るものとす

る。 

  Ａ 会員(代表者及び登録者)の死亡の場合    香典 30,000 円 

  Ｂ 配偶者死亡の場合             香典 20,000 円 

Ｃ 代表者及び登録者の１親等以内の親族の死亡の場合 香典 10,000 円 

 

 

4．見 舞 

 会員において、傷病被災の場合には、理事会の講を経て次の定める金品または見舞

い品を贈る。 

  会員が傷病により 2週間以上の入院の場合    10,000 円以上 

 

5．この内規に定めない事例については、その都度理事会において協議し、承認を受

けるものとする。 
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第５章 罰 則 

 

第20条 次に該当した場合は理事会に諮り退会勧告又は除名処分にする事ができる。 

     １．本規約第 6条の会費をその期内に納入を怠ったとき 

     ２．本規約第 7条に著しく違反したとき 

     ３．本規約第 19 条より総会並びに例会に連続 3回以上欠席したとき 

     ４．本協会の体面を汚し、信用を害したとき 

 

 

第６章 議 決 

 

第 21 条 総会及び例会の議会は会員の 3分の 2以上が出席し、その過半数をもって 

有効とする。 

 

 

第７章 附 則 

 

第 22 条 納入した会費及び入会金は如何なる場合にも返還しない。 

第 23 条 本協会規約を変更する場合は総会又は例会の議決を要する。 

第 24 条 本協会の会計年度は、毎年 4月 1日より翌年 3月 31 日までとする。 

 

 

 

以上 
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